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第１節 現状の整理 

１ 国・東京都の動向から見る現状 

（１）国の動向 

今後の課題（再犯防止推進計画等検討会） 

１ 
個々の支援対象者に十分な動機付けを行い、自ら立ち直ろうとする意識をかん養した上

で、それぞれが抱える課題に応じた指導・支援を充実させていく必要があること。 

２ 
支援を必要とする者が支援にアクセスできるよう、支援を必要とする者のアクセシビリテ

ィ（アクセスの容易性）を高めていく必要があること。 

３ 
支援へのアクセス自体が困難な者が存在するため、訪問支援等のアウトリーチ型支援を実

施していく必要があること。 

４ 

地方公共団体における再犯の防止等に向けた取組をより一層推進するため、国と地方公共

団体がそれぞれ果たすべき役割を明示するとともに、国、地方公共団体、民間協力者等の

連携を一層強化していく必要があること。 

 

基本的な方向性（再犯防止推進計画等検討会） 

１ 
犯罪をした者等が地域社会の中で孤立することなく生活の安定が図られるよう、個々の対

象者の主体性を尊重しそれぞれが抱える課題に応じた“息の長い”支援を実現すること。  

２ 

就労や住居の確保のための支援をより一層強化することに加え、犯罪をした者等への支援

の実効性を高めるための相談拠点及び民間協力者を含めた地域の支援連携（ネットワー

ク）拠点を構築すること。 

３ 
国と地方公共団体との役割分担を踏まえ、地方公共団体の主体的かつ積極的な取組を促進

するとともに、国・地方公共団体・民間協力者等の連携をさらに強固にすること。 

 

基本理念（再犯防止推進法第３条） 

１ 

犯罪をした者等の多くが安定した職業に就くこと及び住居を確保することができないこと

等のために円滑な社会復帰をすることが困難な状況にあることを踏まえ、犯罪をした者等

が、社会において孤立することなく、国民の理解と協力を得て再び社会を構成する一員と

なることを支援することにより、犯罪をした者等が円滑に社会に復帰することができるよ

うにすることを旨として、講ぜられるものとする。 

２ 

犯罪をした者等が、その特性に応じ、矯正施設（刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、

少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。）に収容されている間のみならず、社会に復

帰した後も途切れることなく、必要な指導及び支援を受けられるよう、矯正施設における

適切な収容及び処遇のための施策と職業及び住居の確保に係る支援をはじめとする円滑な

社会復帰のための施策との有機的な連携を図りつつ、関係行政機関の相互の密接な連携の

下に、総合的に講ぜられるものとする。 
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３ 

犯罪をした者等が、犯罪の責任等を自覚すること及び被害者等の心情を理解すること並び

に自ら社会復帰のために努力することが、再犯の防止等に重要であるとの認識の下に、講

ぜられるものとする。 

４ 
犯罪及び非行の実態、再犯の防止等に関する各般の施策の有効性等に関する調査研究の成

果等を踏まえ、効果的に講ぜられるものとする。 

 

基本方針（第一次・第二次計画） 

１ 

犯罪をした者等が、多様化が進む社会において孤立することなく、再び社会を構成する一

員となることができるよう、あらゆる者と共に歩む「誰一人取り残さない」社会の実現に

向け、関係行政機関が相互に緊密な連携をしつつ地方公共団体・民間の団体その他の関係

者との緊密な連携協力をも確保し、再犯の防止等に関する施策を総合的に推進すること。 

２ 
犯罪をした者等が、その特性に応じ、刑事司法手続のあらゆる段階において、切れ目な

く、再犯を防止するために必要な指導及び支援を受けられるようにすること。 

３ 

再犯の防止等に関する施策は、生命を奪われる、身体的・精神的苦痛を負わされる、ある

いは財産的被害を負わされるといった被害に加え、それらに劣らぬ事後的な精神的苦痛・

不安にさいなまれる犯罪被害者等が存在することを十分に認識して行うとともに、犯罪を

した者等が、犯罪の責任等を自覚し、犯罪被害者の心情等を理解し、自ら社会復帰のため

に努力することの重要性を踏まえて行うこと。  

４ 

再犯の防止等に関する施策は、犯罪及び非行の実態、効果検証及び調査研究の成果等を踏

まえ、必要に応じて再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者から意見

聴取する等して見直しを行い、社会情勢等に応じた効果的なものとすること。 

５ 

国民にとって再犯の防止等に関する施策は身近なものではないという現状を十分に認識

し、更生の意欲を有する犯罪をした者等が、責任ある社会の構成員として受入れられるよ

う、再犯の防止等に関する取組を、分かりやすく効果的に広報する等して、広く国民の関

心と理解が得られるものとしていくこと。  
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基本方針（第一次・第二次計画） 

１ 
特性に応じた指導及び支援等（再犯防止推進法（以下この表内において「法」といいま

す。）第 11条） 

２ 就労の支援（法第 12 条） 

３ 非行少年等に対する支援（法第 13条） 

４ 就業の機会の確保等（法第 14条） 

５ 住居の確保等（法第 15条） 

６ 更生保護施設に対する援助（法第 16条） 

７ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供（法第 17条） 

８ 関係機関における体制の整備等（法第 18条） 

９ 再犯防止関係施設の整備（法第 19条） 

10 情報の共有、検証、調査研究の推進等（法第 20条） 

11 社会内における適切な指導及び支援（法第 21条） 

12 国民の理解の増進及び表彰（法第 22条） 

13 民間の団体等に対する援助（法第 23条） 

14 地方公共団体の施策（法第 24条） 

 

（２）東京都の動向 

基本的考え方 

再犯防止推進法の趣旨やソーシャル・インクルージョンの考え方も踏まえ、犯罪をした者等で

あって、東京都に居住する又は居住する見込みのある者等が、地域社会の一員として円滑に社

会復帰することができるよう、民間支援機関等と連携し、必要な取組を推進することで、都民

が安全で安心して暮らせる社会づくりを行う。 

 

基本方針（重点課題） 

１ 就労・住居の確保等 

２ 保健医療・福祉サービスの利用の促進等 

３ 非行の防止・学校と連携した修学支援等 

４ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援等  

５ 民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等 

 

計画期間 

平成 31・令和元(2019)年度から令和５(2023)年度末までの５年間 
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具体的な取組ごとの現状 

１．就労・住居の確保等のための取組 

（１）就労の確保等 

ア 刑務所出所者等の就労確保のための国の施策 

①矯正施設、保護観察所及びハローワークの連携による「刑務所出所者等総合的就労支援対  

 策」 

②保護観察所が民間の就労支援事業者に委託して実施している「更生保護就労支援事業」 

イ 東京における保護観察終了者に占める無職者率はなお 21.3％（令和４（2022）年、法務

省提供資料より）に及ぶ。 

ウ 都内の協力雇用主（前科等の事情を承知で刑務所出所者等を雇用し、その自立に協力す

る事業主） 

①令和３(2021)年 10月１日現在で 1,272社（東京保護観察所資料より）が登録されてい 

 る。 

②同日現在で実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主は 189社（東京保護観察所資

料より）にとどまる。 

（２）住居の確保等 

ア 刑務所等からの満期出所者の４割以上（全国で 3,381人（平成 31・令和元（2019）年、

法務省「矯正統計年報」より））が適当な住居が確保されないまま出所しており、これらの

者は出所後比較的短期間のうちに再犯に至っている。 

イ 帰るべき住居のない刑務所出所者等の主要な受け皿となる民間の更生保護施設は、都内

に 19施設（令和３（2021）年、東京保護観察所調べより）があり、出所者等を新たに受入

れている。 

ウ 保護施設以外の多様な受入先として、保護観察所においては、NPO法人等が運営する生

活困窮者向けの宿泊施設等を「自立準備ホーム」として登録し、刑務所出所者等の一時的

な宿泊場所として保護を委託している。 

エ 身元保証人がいない等の事情でアパート等への入居が困難である場合が多い。 

２．保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組 

（１）高齢者又は障害のある者等への支援等 

ア 刑法犯の検挙人員総数が減少するなか、65歳以上の高齢者の検挙人員は横ばいで推移し

ており、年齢層別で見ると、近年最も多くなっている。（法務省「令和４（2022）年版犯罪

白書」213頁） 

イ 刑務所等から出所した者が出所後２年以内に再入所する割合についても、高齢者が非高

齢者に比べて高く、その中には極めて短期間での再入所も多くなっている。（法務省「令和

４（2022）年版犯罪白書」252頁） 

ウ 高齢者の刑法犯検挙人員の７割は窃盗で占められ、その多くは万引きであり、特に女性

高齢者については、７割以上が万引きにより検挙されている。（法務省「令和４（2022）年

版犯罪白書」214頁） 
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エ 矯正施設に収容されている者のうち、帰るべき適当な住居がなく、また出所後直ちに福

祉サービスにつなげる必要があるものについては、「地域生活定着促進事業」による特別調

整（出口支援）が実施している。 

（２）薬物依存を有する者への支援等 

ア 全国での覚醒剤取締法違反による検挙人員は年間 7,970人（令和３(2021)年）。また、近

年、同一罪名再犯者率は令和３(2021)年を除き上昇傾向にあり、令和３(2021)年は 68.1％

となっている。（法務省「令和４（2022）年版犯罪白書」170、242頁） 

イ 薬物事犯者の多くは、犯罪をした者等であると同時に薬物依存症者である場合もある。 

ウ 刑の一部執行猶予制度の導入（平成 28(2016)年６月施行）により、刑事施設内だけでな

く、地域社会の中で薬物依存からの回復に努める人の増加が見込まれている。 

エ 仮釈放後に薬物関連の犯罪により再び刑事施設に収容された者の約７割が、薬物に関す

る悩みを正直に話せる身近な相談先があれば再犯しなかった可能性があると回答してい

る。（平成 28(2016)年度法務省調べより） 

オ 薬物依存からの回復には長い期間を要する。 

３．非行の防止・学校と連携した修学支援等のための取組 

（１）非行の防止・学校と連携した修学支援等 

ア 全国の高等学校進学率は 98.8％だが、少年院入院者の 25.3％が中学校卒業後、高等学校

に進学していない。（令和２(2020)年文科省資料より） 

イ 非行等に至る過程で、又は非行等を原因として、高等学校を中退する者も多く、少年院

入院者の 40.9％が高等学校を中退している状況にある。（令和２(2020)年文科省資料よ

り） 

ウ 高等学校の中退防止のための取組や、中学校卒業後に高等学校等へ進学しない者及び高

等学校等を中退する者に対する就労等支援を実施するとともに、国においては、矯正施設

内における高等学校卒業程度認定試験及び中学校卒業程度認定試験の実施、少年院におけ

る教科指導の充実、少年院出院後の修学に向けた相談支援・情報提供、少年院在院中の高

等学校等の受験に係る調整、BBS会等の民間ボランティアの協力による学習支援等を実施

してきた。 

４．犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援等のための取組 

（１）犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援等 

ア 国においては、性犯罪者、暴力団関係者等、少年・若年者、被虐待体験や摂食障がい等

の問題を抱える女性等、それぞれの対象者の特性に応じた指導・支援の充実を図るととも

に、犯罪被害者の視点を取り入れた指導・支援等の実施を図っている。 

イ 刑事司法関係機関におけるアセスメント機能の強化や、弁護人が社会福祉士等の協力を

得て作成する更生支援計画等の情報の適切な活用等、適切なアセスメントを実施していく

こととしている。 

５．民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等のための取組 

（１）民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等 

ア 都内の各地域においては、犯罪をした者等の指導・支援、犯罪予防活動等に当たる保護

司や犯罪をした者等の社会復帰を支援するための幅広い活動を行う更生保護女性会、BBS会
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等の更生保護ボランティアや、非行少年等の居場所作りを通じた立ち直り支援に取り組む

少年警察ボランティア等、多くの民間ボランティアの方々が、安全・安心なまちづくりや

再犯防止のために地道に活動している。 

イ 都内の更生保護施設や保護司会等の一部では、犯罪をした者等の社会復帰に向けた自発

的な支援活動を行っている例もある。 

６．再犯防止のための連携体制の整備等のための取組 

（１）再犯防止のための連携体制の整備等 

ア 犯罪をした者等の中には、矯正施設、保護観察所等の刑事司法関係機関による指導・支

援等を受け終わった後においても、その社会復帰を促進し再犯を防止するため、地域にお

いて継続的な支援を受けることが必要な者がいる。 
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２ 統計から見る現状 

（１）再犯者数・率等 

 ア 国の動向 

 （ア）再犯者数・率 

   再犯者の人員は、平成８(1996)年（8 万 1,776 人）を境に増加し続けていましたが、平成

18(2006）年（14 万 9,164 人）をピークとして、その後は漸減状態にあり、令和４(2022)年は

平成 18（2006）年と比べて 45.6％減でした。再犯者の人員が減少に転じた後も、それを上回

るペースで初犯者の人員が減少し続けたこともあり、再犯者率は平成９(1997)年以降上昇傾向

にありましたが、令和４(2022）年は 47.9％（前年比 0.7ポイント低下）となりました。 

 

【出典】令和５（2023）年版犯罪白書より 

※警察庁の統計によります。 

 

  

（イ）再非行少年者数・率 

刑法犯により検挙された少年のうち、前に道路交通法違反を除く非行により検挙（補導）され

たことがあり、再び検挙された少年（以下「再非行少年」といいます。）の人員及び少年の刑法犯

検挙人員に占める再非行少年の人員の比率（以下「再非行少年率」といいます。）の推移（最近 20

年間）は、図のとおりです。再非行少年の人員は、平成９（1997）年から増加傾向にありました

が、平成 16 年（2004）以降は毎年減少しています。再非行少年率は、平成 10（1998）年から平

成 28（2016）年まで上昇し続けた後、平成 29（2017）年以降は低下傾向にあり、令和４（2022）

年は 31.7％（前年比 2.0 ポイント低下）となっています。   
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【出典】令和５（2023）年版犯罪白書より 

※警察庁の統計によります。 

※犯行時の年齢によります。ただし、検挙時に 20歳以上であった者を除きます。 

※触法少年の補導人員を含みません。 

 

イ 調布警察署（調布市及び狛江市） 

（ア）再犯者数・率 

   調布警察署管内の再犯者数は、平成 30（2018）年の 229人をピークに減少しており、令和４

（2022）年は 116人となっています。再犯者率は、平成 29（2017）年から令和３（2021）年に

かけて増加したものの、令和４（2022）年は減少に転じ 47.2％となっています。 

 

 

【出典】警察署別 犯罪統計データより 

※検挙人員は、少年を除きます（以下同じです。） 
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（イ）罪種別再犯者数 

   再犯者数が最も多い罪種は各年とも窃盗犯となっています。知能犯は令和２（2020）年ま

で毎年増加していましたが、令和３(2021）年は減少し、21 人となっています。薬物事犯は

平成 31・令和元（2019）年まで増加していましたが、令和２（2020）年は減少し、令和３（2021）

年は再び増加に転じたものの、令和４（2022）年は 14人と減少しています。 

 

 
凶悪犯 
再犯者数 

粗暴犯 
再犯者数 

窃盗犯 
再犯者数 

知能犯 
再犯者数 

風俗犯 
再犯者数 

刑法犯 
その他 
再犯者数 

薬物事犯 
再犯者数 

総数 

平成 29 
(2017）年 

4 42 92 6 3 39 9 195 

平成 30 
(2018）年 

4 37 125 14 2 30 17 229 

平成 31・ 
令和元 

(2019）年 
3 30 93 16 7 30 23 202 

令和 2 
(2020）年 

3 24 69 26 1 30 17 170 

令和 3 
(2021）年 

2 30 68 21 5 21 19 166 

令和 4 
(2022）年 

4 19 49 9 2 19 14 116 

【出典】警察署別 犯罪統計データより 

 ※凶悪犯…殺人、強盗、放火、強姦（以下同じです。） 

 ※粗暴犯…暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合（以下同じです。） 

 ※知能犯…詐欺、横領（占有離脱物横領を除く。）、偽造、汚職、背任（以下同じです。） 

 ※風俗犯…賭博、わいせつ（以下同じです。） 

 ※薬物事犯…麻薬及び向精神薬取締法違反、あへん法違反、大麻取締法違反、覚醒剤取締法違反、

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るため

の麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反（以下同じです。） 
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（ウ）検挙人員の犯行時の年齢構成（調布警察署） 

   ①全罪種 

   検挙人員の犯行時の年齢構成は、各年とも 20歳代の割合が最も多く、令和４（2022）年で

は 29.7％となっています。 

 

【出典】警察署別 犯罪統計データより 

  ②窃盗犯 

検挙人員の犯行時の年齢構成は、各年とも 65歳以上の割合が最も多く、令和４（2022）年

では 30.7％となっています。 

 

【出典】警察署別 犯罪統計データより 
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 ③知能犯 

検挙人員の犯行時の年齢構成は、平成 30（2018）年以降 20 歳代の割合が最も多く、令和４

（2022）年では 52.2％となっており、30歳代を加えた若者（20～39歳）の割合が 69.6％とな

っています。 

 

【出典】警察署別 犯罪統計データより 

 

④薬物事犯 

検挙人員の犯行時の年齢構成は、平成 30（2018）年から令和３（2021）年まで 20 歳代の割

合が最も多かったものの、令和４（2021）年では 40歳代が最も多く 38.1％となっています。 

   
【出典】警察署別 犯罪統計データより 
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ウ 狛江市 

（ア）認知件数の推移 

    認知件数（警察において発生を認知した事件の数）は減少傾向にあり、令和４(2022)年は

309 件、平成 29(2017)年比で 37.1％減少しています。もっとも、令和４(2022)年は令和３

(2021)年より件数が増加しており、罪種別では非侵入窃盗、侵入窃盗、知能犯が増加してい

ます。 

    令和４（2022）年の罪種別の認知件数は、非侵入窃盗、詐欺の順に、非侵入窃盗の手口別

では自転車盗、万引きの順に多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４(2022)年罪種別認知件数の詳細 

 

 

資料：警視庁「区市町村の町丁別罪種別及び手口別認知件数」 
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（２）東京都児童相談所における警察取り扱いの非行事案について 

   非行事案の件数としては、年間４件から 10件までの件数で推移しています。 

   年齢別では、刑事責任年齢（満 14歳）未満の非行事案が多くなっています。 

   通告では書類通告の件数が多くなっています。 

   通告理由としては、粗暴・盗みは常に非行事案としてあり、多摩児童相談所に移管後は、そ

の他の事案が増加しています。その他としては、深夜徘徊、無免許運転、喫煙、不法侵入のほ

か、複数の非行内容が重複した案件もあります。 

 

 

   ※平成 31・令和元（2019）年度までは世田谷児童相談所、令和２（2020）年度からは多摩

児童相談所の実績 

 

※平成 31・令和元（2019）年度までは世田谷児童相談所、令和２（2020）年度からは多摩

児童相談所の実績 

 

件 

件 
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      ※平成 31・令和元（2019）年度までは世田谷児童相談所、令和２（2020）年度からは多摩

児童相談所の実績 

※書類通告：警察は、要保護児童を発見した場合、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）

第 25条の規定に基づき、児童相談所長宛て「児童通告書」により児童相談所にする通告

をいう。 

      ※身柄通告：書類通告のうち、児童の身柄を伴って行われる児童通告をいう。 

 

※平成 31・令和元（2019）年度までは世田谷児童相談所、令和２（2020）年度からは多摩児童相

談所の実績 

 

件 

件 
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３ 市民意識調査結果から見る現状 

（１）再犯防止に協力する民間協力者の周知度 

保護司を「知っている」と回答された方は、半数を超えていますが、協力雇用主を「知ってい

る」と回答された方は、12.4％にとどまっています。また、いずれも知らないと回答された方も

30％を超えています。 

■再犯防止に協力する民間協力者の認知度（複数回答） 

 

 

【参考】再犯防止対策に関する世論調査結果（平成 30（2018）年９月 内閣府） 

 
       ※全体（n=1,666) 
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（２）地域の安心安全度 

 お住まいの地域は、治安が良く、安心で安全に暮らせる地域であると「思う」と回答された

方及び「どちらかといえば思う」と回答された方を合わせると、90％を超えています。 

■地域の安心安全度（単一回答） 

 

 

（３）出所者等の立ち直りへの協力 

  ア 出所者等の立ち直りに協力したいと「どちらかといえば思わない」と回答された方及び「思

わない」と回答された方を合わせると半数近くになります。特に 30 歳代では 60％近くの方

が「どちらかといえば思わない」又は「思わない」と回答しています。 

■出所者等の立ち直りへの協力意向（単一回答） 

 

【参考】再犯防止対策に関する世論調査結果（平成 30（2018）年９月 内閣府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※全体（n=1,666) 

 

 

 

40.0 52.3
3.4

1.5

2.4

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,278)

思う どちらかといえば思う どちらかといえば思わない 思わない 分からない 無回答

17.8

35.7
25.3

15.4

5.7

犯罪をした人の立ち直りへの協力意向

思う どちらかといえば思う どちらかといえば思わない 思わない 分からない

思わない

（小計）40.8

思う

（小計）53.5

（％） 

4.9 22.0 25.0 22.2 25.3
0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,278)

思う どちらかといえば思う どちらかといえば思わない 思わない 分からない 無回答
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■出所者等の立ち直りへの協力意向（年齢階層別） 

 

 

【参考】再犯防止対策に関する世論調査結果（平成 30（2018）年９月 内閣府） 

 
   ※全体（n=1,666) 

 

 

 

  

10.0

4.5

3.4

6.5

2.1

7.3

28.3

20.0

21.8

22.0

23.4

19.4

28.3

27.3

24.8

23.4

28.0

20.0

16.7

31.8

24.5

16.2

22.2

18.8

16.7

15.9

25.2

32.0

23.4

32.1

0.5

0.3

0.8

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代(n=60)

30歳代(n=220)

40歳代(n=298)

50歳代(n=291)

60歳代(n=239)

70歳以上(n=165)

思う どちらかといえば思う どちらかといえば思わない 思わない 分からない 無回答

22.7

23.2

12.5

11.3

13.0 

20.1

25.8

32.4

43.8

40.3

38.2

44.3

16.0 

23.2

26.2

35.0 

32.9

26.4

25.1

14.9

12.9

9.9

13.0 

8.0 

10.4

6.3

4.7

3.5

2.9

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70歳以上(431人)

60～69歳(315人)

50～59歳(256人)

40～49歳(283人)

30～39歳(207人)

18～29歳(174人)

思う どちらかといえば思う どちらかといえば思わない 思わない 分からない



第１節 現状の整理 

- 18 - 

第
１
節 

現
状
の
整
理 

イ 「思わない」理由 

   「どちらかといえば思わない」、「思わない」理由を伺ったところ、「自分や家族の身に何か起

きないか不安だから」と回答された方が 51.5％、「犯罪をした人と、どのように接すればよい

か分からないから」と回答された方が 47.2％、「犯罪をした人と、関わりを持ちたくないから」

と回答された方が 42.2％となっています。特に 30歳代、40歳代の方の 60％を超える方が「自

分や家族の身に何か起きないか不安だから」と回答しています。 

 

 

【参考】再犯防止対策に関する世論調査結果（平成 30（2018）年９月 内閣府） 

 

 ※全体（n=679) 

51.5 

47.2 

42.2 

41.4 

34.6 

21.9 

12.9 

12.6 

8.6 

2.6 

2.5 

0.2 

0% 20% 40% 60%

自分や家族の身に何か起きないか不安だから

犯罪をした人と、どのように接すればよいか分からないから

犯罪をした人と、かかわりを持ちたくないから

時間的余裕がないから

具体的なイメージがわかないから

自分自身にメリットがないから

犯罪をした人への支援などは国や地方公共団体が行うべきだから

興味がないから

犯罪をした人に支援などするべきではないから

その他

分からない

無回答

全体(n=604)

犯罪をした人と、関わりを持ちたくないから

％ 
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出所者等の立ち直りへの協力意向（年齢階層別） 

区分 

人
数 

自
分
や
家
族
の
身
に
何
か

起
き
な
い
か
不
安
だ
か
ら 

犯
罪
を
し
た
人
と
、
関
わ

り
を
持
ち
た
く
な
い
か
ら 

犯
罪
を
し
た
人
と
、
ど
の

よ
う
に
接
す
れ
ば
よ
い
か

分
か
ら
な
い
か
ら 

自
分
自
身
に
メ
リ
ッ
ト
が

な
い
か
ら 

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
わ

か
な
い
か
ら 

時
間
的
余
裕
が
な
い
か
ら 

興
味
が
な
い
か
ら 

犯
罪
を
し
た
人
へ
の
支
援

等
は
国
や
地
方
公
共
団
体

が
行
う
べ
き
だ
か
ら 

犯
罪
を
し
た
人
に
支
援
等

す
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら 

分
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 604 51.5 42.2 47.2 21.9 34.6 41.4 12.6 12.9 8.6 2.5 2.6 0.2 

20 歳代 27 55.6 44.4 37.0 63.0 44.4 44.4 14.8 29.6 14.8 0.0 0.0 0.0 

30 歳代 130 63.8 50.8 50.8 36.2 35.4 55.4 16.9 11.5 13.1 1.5 1.5 0.0 

40 歳代 147 60.5 43.5 44.2 27.2 36.7 52.4 15.0 8.2 11.6 2.0 1.4 0.0 

50 歳代 115 45.2 45.2 41.7 11.3 33.0 38.3 11.3 12.2 4.3 4.3 3.5 0.0 

60 歳代 120 41.7 39.2 49.2 10.0 26.7 30.8 6.7 16.7 5.0 0.8 3.3 0.8 

70 歳以上 64 32.8 20.3 56.3 4.7 42.2 10.9 10.9 14.1 4.7 6.3 6.3 0.0 

 

【参考】再犯防止対策に関する世論調査結果（平成 30（2018）年９月 内閣府） 

区分 

人
数 

自
分
や
家
族
の
身
に
何
か

起
き
な
い
か
不
安
だ
か
ら 

犯
罪
を
し
た
人
と
、
関
わ

り
を
持
ち
た
く
な
い
か
ら 

犯
罪
を
し
た
人
と
、
ど
の

よ
う
に
接
す
れ
ば
よ
い
か

分
か
ら
な
い
か
ら 

自
分
自
身
に
メ
リ
ッ
ト
が

な
い
か
ら 

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
わ

か
な
い
か
ら 

時
間
的
余
裕
が
な
い
か
ら 

興
味
が
な
い
か
ら 

犯
罪
を
し
た
人
へ
の
支
援

等
は
国
や
地
方
公
共
団
体

が
行
う
べ
き
だ
か
ら 

犯
罪
を
し
た
人
に
支
援
等

す
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら 

分
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

総数 679 43.0 35.5 44.9 9.1 24.7 24.4 8.1 14.3 7.8 1.5 7.4 ― 

18～29 歳 60 33.3 35.0 45.0 20.0 36.7 20.0 20.0 13.3 6.7 1.7 1.7 ― 

30～39 歳 95 57.9 42.1 35.8 16.8 30.5 30.5 4.2 8.4 11.6 2.1 2.1 ― 

40～49 歳 127 51.2 27.6 46.5 9.4 25.2 37.0 6.3 12.6 7.9 0.0 0.8 ― 

50～59 歳 100 51.0 43.0 57.0 8.0 29.0 39.0 8.0 18.0 13.0 1.0 2.0 ― 

60～69 歳 120 40.8 37.5 49.2 5.0 27.5 18.3 8.3 15.8 4.2 1.7 4.2 ― 

70 歳以上 177 29.4 32.2 39.0 4.5 13.0 9.6 7.3 15.8 5.6 2.3 22.0 ― 
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ウ 「思う」理由 

  「思う」、「どちらかといえば思う」理由を伺ったところ、「高齢や障がい等、犯罪をした背景

があるかもしれないから」と回答された方が 50.4％、「地域の安全のため」と回答された方が

45.2％となっています。 

■出所者等の立ち直りに協力したいと思う理由（複数回答） 

 

 

 

  

50.4 

45.2 

33.2 

30.3 

25.9 

20.1 

3.5 

2.3 

0.0 

0% 20% 40% 60%

高齢や障がい等、
犯罪をした背景があるかもしれないから

地域の安全のため

犯罪をした人も地域住民の一人だから

刑務所で反省し改善更生し罪を償ったから

地域貢献活動に興味があるから

その人の再犯による犯罪被害を受けたくないから

その他

分からない

無回答

全体(n=343)
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エ 協力の内容 

   「思う」と回答された方及び「どちらかといえば思う」と回答された方に協力の内容を伺っ

たところ、「分からない」が 39.9％、「再犯防止に関するボランティア活動に協力する」と回答

された方が 37.3％となっており、協力したいが、何を協力したらよいのか分からない方が多く

います。 

  

37.3 

23.3 

16.3 

15.2 

14.6 

3.5 

1.2 

39.9 

1.2 

0% 20% 40% 60%

再犯防止に関するボランティア活動に参加する

広報・啓発活動に参加する

更生保護施設（出所後、直ちに自立更生することが困難
な人たちに対して、一定期間、宿泊場所や食事を提供す
る民間の施設）にお金や品物などを寄付する

犯罪をした人に直接会って継続的に助言や援助をする

インターネットを活用して広報・啓発活動の情報を発信
する

協力雇用主（犯罪前歴を承知の上で雇用に協力する事業
主）として犯罪をした人を雇用する

その他

分からない

無回答

全体(n=343)
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（４）「社会を明るくする運動」及び「再犯防止啓発月間」の認知度 

  「社会を明るくする運動」及び「再犯防止啓発月間」を聞いたことがあるか伺ったところ、50％

以上の方が「両方とも聞いたことがない」と回答しています。いずれか、又はいずれも「知って

いる」と回答された方にどのように知ったか伺ったところ、「パンフレットやポスターで知った」

が 57.4％となっており、周知に当たっては、他の媒体を活用した周知を行う等の工夫が必要で

す。 

■「社会を明るくする運動」及び「再犯防止啓発月間」の認知度（単一回答） 

 

 

【参考】再犯防止対策に関する世論調査結果（平成 30（2018）年９月 内閣府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体（n=1,666) 

  

12.7 14.9 5.1 53.7 12.8 0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=1,278)

両方とも聞いたことがある 「社会を明るくする運動」のみ聞いたことがある

「再犯防止啓発月間」のみ聞いたことがある 両方とも聞いたことがない

分からない 無回答

15.8

12.0 

11.0 
60.1

1

社会を明るくする運動・再犯防止啓発月間の認知度

両方とも聞いたことがある 「社会を明るくする運動」のみ聞いたことがある

「再犯防止啓発月間」のみ聞いたことがある 両方とも聞いたことがない

分からない

聞いたことがあ

る（小計）38.9

％
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■「社会を明るくする運動」及び「再犯防止啓発月間」の認知方法（複数回答） 

 

 

 

【参考】再犯防止対策に関する世論調査結果（平成 30（2018）年９月 内閣府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体（n=648) 

 

  

57.4 

25.1 

15.1 

7.4 

3.6 

7.4 

6.2 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80%

パンフレットやポスターで知った

テレビや新聞で知った

駅前でのイベントやシンポジウムに参加して
知った

ホームページやX（旧Twitter）やLINEといった
SNSなどのインターネットで知った

知人から聞いて知った

その他

分からない

無回答

全体(n=418)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

分からない

その他

ホームページなどのインターネットで知った

イベントやシンポジウムに参加して知った

知人から聞いて知った

パンフレットやポスターで知った

テレビや新聞で知った

認知した方法

％ 




